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教育施設以外の指定避難所の運営マネジメントシステムの構築 
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1． 序論 

1.1 研究の背景 

 日本では，1995 年 1 月の阪神・淡路大震災以降避難所の運営が重要視されるようになった．そして 2011 年 3 月

の東日本大震災以降，災害対策基本法が改正され，2013 年 8 月に「避難所における良好な生活環境の確保に向け

た取組指針」1)が策定された．2)また，高知県でも 2014 年 10 月に「大規模災害に備えた避難所運営マニュアル作成

の手引き」3)，2016 年 8 月には「避難所運営マニュアル作成ノウハウ集」4)が作成された．このように，避難所運

営マニュアルや被害想定は多く示されており，各避難所の運営マニュアルも策定されている．しかし，避難所ごと

の具体的な作業数量は示されておらず，実際にマニュアルを使い運営する人が困惑することが考えられる． 

1.2 研究の目的 

 災害時に，教職員のような緊急対応のできる人材のいない教育施設以外の避難所では，混乱が起こりやすいと考

えられる．本研究は，避難所運営が混乱せずより迅速に行われるために，避難所ごとのマネジメントシステムを構

築・提案する．本研究で述べるマネジメントシステムとは，運営シナリオとなるものと，運営を実現するためのマ

ニュアルからなり，自治会会長や自主防災組織の会長に活用されることを想定して作成するものとする．本研究で

は高知県香美市土佐山田町中央公民会館を対象とした．同町は津波被害が無く，避難所が流される心配がない．ま

た，同町中央公民会館は避難者が 100 人を超え，多様な業務が発生すると考えられる．全国にこのような公民館は

多く存在するため，多くの避難所でこのマネジメントシステムをカスタマイズし活用可能と考えられる． 

2．既存ガイドライン・マニュアル 

2.1 上位計画の確認 

 中央防災会議が作成している防災基本計画 5)は，災害対策基本法に基づいている．そして，防災基本計画を基本

とし，指定行政機関と指定公共機関は防災業務計画を，都道府県防災会議は都道府県地域防災計画，市町村防災会

議は市町村地域防災計画を作成している．また，これらの各計画には様々な法律が関わってきており，すべては市

町村地域防災計画に集約されている．市町村地域防災計画の下に，地区防災計画を作成するという取組もはじまっ

ている．また，市町村地域防災計画を主として，各市町村で廃棄物処理などの計画が作成されている． 

2.2 既存マニュアルの確認 

①内閣府のマニュアル 

内閣府は，避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針 1)を出している．これは，避難所での生活が

良好な環境になるための取組の参考となるものであり，具体的な対応については避難所運営ガイドライン，福祉避

難所の確保・運営ガイドライン，避難所におけるトイレの確保・管理ガイドラインに示されている． 

②高知県のマニュアル 

高知県は災害対策基本法に基づき高知県地域防災計画 6)を策定している．そして，大規模災害に備えた避難所運

営マニュアル作成の手引き 3)や難所運営マニュアル作成ノウハウ集 4)を策定している．これにはマニュアルの内容

やモデル避難所での作成の流れ等が示されている．これらの他に，マニュアルの作成例や様式集も提示されている． 

③香美市のマニュアル 

 香美市は 2015 年 3 月に香美市地域防災計画 7)を策定し，地震や風水害，土砂災害など全ての災害について示さ

れている．また，2015 年 10 月には香美市業務継続計画 8)を策定し，主に職員の行動について示されている． 
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2.3 香美市土佐山田町の指定避難所 

 香美市土佐山田町には，教育施設が 8 か所，教育施設以外が 13 か所の計 21 か所の指定避難所 9)がある．表 1 に

指定避難所と収容可能人数を示す．各避難所の収容可能人数は示されていても，各避難所への避難者予想数は示さ

れていない．2017 年 2 月現在示されているのは，市全体の時系列ごとの避難者数 8)までである．避難所ごとの避難

者数の時系列目安は，自治会長や自主防災組織の会長が具体的な行動を起こす際に必須の情報になると考えられる． 

3． 香美市土佐山田町の各避難所における避難者数予想と推移 

土佐山田町の各避難所における避難者数予想と推移について以下の方法で試算を行った．結果を表 2 に示す． 

①高知県が推定している L2 ケースにおける香美市全域の避難者数 10)11)を各小学校区の生徒数で案分して，各小

学校区の避難者数を算出． 

②上記①で算出した各小学校区の避難者数を，各避難所の収容能力に応じて案分． 

③香美市業務計画 8)に示されている香美市の避難者数の推移を用い，避難所ごとの推移を求める． 

この結果では，土佐山田町内の収容能力は最大で約 1000 人不足することとなった．収容能力を超える避難者に

関して同市の方針をヒアリングしたところ，野外受け入れ，広域移動を主体としているということであった．野外

での長期滞在は困難なことや，市外（沿岸域）からの避難があることを考えると，各避難所に収容可能人数以上の

避難者が押し寄せ，収容能力限界の人数を収容するとともに，他避難所との連携業務も重要となってくる． 

4．WBS の構築と必要リソースの抽出・割り当て 

 既往研究 12)，避難所運営ガイドラインの避難所運営業務の流れ 2)より，土佐山田町中央公民館の WBS を作成す

ると，全 81 のアクティビティが抽出された．そして，既存のマニュアル 3)を参考にし，必要リソースを抽出した．

求めたリソース（人）を既往研究 12)を参考に WBS に割り当てた結果の一部を表 3 に示す．リソースの割り当てに

おいては，各アクティビティが必要とする指導的な役割をできる人材数とそれ以外の人員数を設定した． 

 

表 1．土佐山田町の指定避難所と収容可能人数 

表 2．指定避難所の避難者数と推移 

表 3．避難所運営の WBS と必要リソース 
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5．現在の避難所運営組織の分析 

5.1 A 自治会における構造 

 自治会や町内会における自主防災組織の位置づけとして，大矢根 13)は，一体型とサブシステム型があると述べて

いる．一体型とは，自治会の会長が自主防災組織の会長を，自治会の役員が自主防災組織の役員を兼任する形態で

ある．サブシステム型とは，自治会の下に別に自主防災組織を置く形態である．別の分類方法として実際に各県が

出している資料 14)などには，重複型，内部組織型，別組織型という分類が示されている． 

 自治会と自主防災組織の関係を把握するため，高知市の A 自治会にヒアリングを行った．A 自治会における自主

防災組織は，大矢根の定義によるとサブシステム型，各県の定義によると内部組織型であり，自治会会長とは別に

自主防災会会長が存在する形態であった．さらに，自治会役員 46人のうち 39人が自主防災会の役員となっており，

代表者は異なるものの事実上重複型でもあった．自治会全体の会員数は 261 人おり，自治会全体で見ると自主防災

組織に係っているのはごく一部であるということになる． 

5.2 対象地区との比較 

 A 自治会の自主防災組織の役員とそれ以外の人の割合から，香美市中央公民会館の避難者において指導的な役割

をできる人とそれ以外の避難者の数を推定した．最大避難者 130 人が想定され，指導的な役割をできる人が 19 人，

それ以外が 111 人という結果になった．以下，この人数をリソース制限条件として WBS に基づく避難所運営計画

の検討を行った． 

6．WBS に基づく避難所運営計画の検討と避難所運営のマネジメントシステムの提案 

6.1 WBS に基づく避難所運営計画の検討 

 WBS と必要リソース数および 5.2 で述べたリソース制限を Microsoft Project に入力すると，図 1 に示すように

人数が不足する項目が見出された（最左列の赤い人型印は当該アクティビティでリソースが不足している）． 

 

このままでは運営が不可能となるため，通常は自主防災組織に携わっていない避難者も運営に参加することが必要

となってくる．また，過去の避難事例 15)において多く指摘されているように，普段の自治会への参加寄与度や性別

による業務量の相違は避難所内の不公平感を助長することになるため，この平準化も考えなければならない． 

災害発生から 3 日目までは，避難所も混乱状態で避難者数も定まらないため，避難してきた住民のうち健康で動け

る人が運営に携わらなければならなくなる．3 日目以降は状況も安定してくると予想され，健康な避難者が班ごと

にローテーションで仕事を交代することが考えられる．ローテーションすることにより，毎日同じ時間に拘束され

ることが無くなり，負担が軽減されるのではないかと考える．以上の考えに基づき，リソースの再割り当てを行っ

た．不足するリソースへの対応を表 4 に，結果を図 2 に示す．人数が足りなかったところも住民が入ることによっ

て補われ，運営可能な計画となった． 

図 1．自主防災組織の人数を適応した WBS 
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6.2 避難所運営のマネジメントシステムの提案 

 運営のシナリオについては 6.1 の検討にて実現可能なシナリオができたが，その運営を実現するためのマニュア

ルやツールの検討を行う．マニュアルは既に整備されているものを活用することが中心となるが，それだけでは運

用は難しい．どのマニュアルをどの組織に配布するか，具体的な指示や実施報告はどのタイミングで誰に行うか，

その様式、作業シフト表などといったリーダー向けのツールの作成も行った．ツールの中のマニュアルの配布一覧

表の一部を表 5 に示す． 

7．結論 

 本研究では，各マニュアルは揃っているが具体的な数字は示されておらず，数量を求めると不足するリソースが

あることが分かった．数量のあるシナリオとリーダー向けのツールを示すことで，災害時の混乱の軽減や住民の運

営参加に繋げることを提案した．今後は，既存マニュアルを活かしていくためにもシナリオやツールを用いた訓練

を行っていくことが必要だと考える． 
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